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南国市週休２日制モデル工事実施要綱 

令和７年３月１０日 

告示第２１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，工事の品質確保のための担い手の育成及び確保等を図ることを目的と

する週休２日制モデル工事の実施に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（週休２日制モデル工事） 

第２条 この要綱において「週休２日制モデル工事」とは，４週８休（巡回パトロール，保

守点検その他工事現場の管理上必要な作業を行う場合を除き，１日を通して工事現場及び

その現場事務所が閉所された状態にある日（以下「現場閉所日」という。）が，第４条に

規定する対象期間のうち28.5パーセント以上あることをいう。以下同じ。）が確保された

工事をいう。 

（対象工事） 

第３条 南国市が発注する工事（以下「市発注工事」という。）のうち，請負対象金額（消

費税及び地方消費税を含む。）が3,000万円以上の土木工事（建築営繕工事を含む。）は，

週休２日制モデル工事の対象とするものとする。ただし，次の各号のいずれにも該当しな

いものに限る。 

(1) 工事現場における施工日数が30日未満の工事 

(2) 社会的要請等により早期完成が求められる工事（緊急応急的に行われる工事を含

む。） 

２ 市発注工事のうち，前項に規定する工事以外の工事については，南国市が必要と認める

場合に週休２日制モデル工事に指定し，週休２日制モデル工事として実施するものとする。 

（対象期間） 

第４条 市発注工事を週休２日制モデル工事として実施する場合において，その実施対象と

なる期間（以下「対象期間」という。）は，工事着手日（工期の開始日以降，現場事務所

等の建設又は測量に着手する日をいう。）から工事完成日（工事現場（現場事務所を除く。）

の後片付けを含む全ての作業が完了した日をいう。）までの期間とする。ただし，受注者

の年末年始における休暇日（当該休暇日が６日を超える場合の当該超える部分の休暇日を

除く。）及び夏季における休暇日（当該休暇日が３日を超える場合の当該超える部分の休

暇日を除く。），工場製作のみを実施した日，工事全体を一時中止した日並びに受注者の

責によらず工事現場における作業の中断を余儀なくされた日は，対象期間に含まないもの
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とする。 

（現場閉所日の確保） 

第５条 受注者は，対象期間においては４週８休を確保しなければならない。 

２ 受注者は，下請業者を含む工事現場の全ての労働者に対して，現場閉所日に現場事務所

での事務作業，他の工事現場での作業等を行わないよう要請するものとする。 

３ 南国市は，緊急時等やむを得ない場合を除き，現場閉所日に作業を行うよう受注者に指

示等を行ってはならない。 

４ 災害時の緊急対応等の理由によりやむを得ず現場閉所日に作業する場合又は降雨，降雪

等の理由により作業予定日を現場閉所日とする場合は，現場閉所日を作業予定日に，又は

作業予定日を現場閉所日に振り替えることができるものとする。 

５ 受注者は，前項の規定により現場閉所日又は作業予定日を振り替える場合は，当該日の

前日までに書面又は電子メールにより南国市に報告するものとする。 

（実施方法） 

第６条 南国市は，第３条第１項の規定により市発注工事を週休２日制モデル工事の実施対

象とした場合は，当該市発注工事の特記仕様書に週休２日制モデル工事の実施対象である

旨を明示しなければならない。 

２ 受注者は，市発注工事を週休２日制モデル工事として実施することを希望する場合は，

当該市発注工事に係る契約の締結後速やかに工事条件変更確認要求書を南国市に提出し

なければならない。 

３ 南国市は，前項の規定による要求書の提出があったときは，その内容を審査し，確認し

た結果を受注者に通知するものとする。 

４ 市発注工事を週休２日制モデル工事として実施することについて承認を受けた受注者

は，施工計画書の提出時に，対象期間において４週８休となる工程表を作成し，当該市発

注工事を監督する南国市の職員と協議するものとする。 

５ 受注者は，対象期間中，工事看板等により当該市発注工事を週休２日制モデル工事とし

て実施している旨を周知するものとする。 

６ 受注者は，工事日誌等に現場閉所日を記載し，現場閉所日を確保したことを南国市が確

認できるようにしなければならない。 

（経費の補正方法） 

第７条 市発注工事を週休２日制モデル工事として実施する場合における経費の補正の方

法は，次の各号に掲げる市発注工事の区分に応じ，当該各号に定めるところにより行う。 



3/3 

(1) 受注者希望型（第３条第１項に規定する市発注工事であって，週休２日制モデル工

事として実施するものをいう。） 工事完成日までに，南国市が対象期間における現場

閉所日の達成状況を確認し，４週８休を達成できると認められる場合は，工事に係る経

費の額に別に定める補正係数を乗じて得た額により，当該工事に係る契約の変更を行う

ものとする。ただし，工事着手日以前に前条第４項に規定する協議が整っていなかった

場合は，経費の補正は行わないものとする。 

(2) 発注者指定型（第３条第２項の規定により週休２日制モデル工事として実施する市

発注工事をいう。） 工事に係る経費の額に別に定める補正係数を乗じて得た額により

南国市が発注するものとし，工事完成日までに，南国市が対象期間における現場閉所日

の達成状況を確認し，４週８休を達成できないと認められる場合は，工事に係る経費の

額から当該補正係数を除するものとする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，週休２日制モデル工事の実施に関し必要な事項は，

南国市と受注者が協議して定めるものとする。 

附 則 

１ この要綱は，令和６年９月３日から施行する。 

２ この要綱は，令和７年４月１日から施行する。 

３ この要綱の施行の日前にされた公告又は指名通知に係る工事については，この要綱の規

定は適用しない。 

 







別紙
週休２日制モデル工事における経費等の補正係数について

（建築営繕工事）
通期の週休２日
（４週８休以上）

月単位の週休２日
（４週８休以上）

 労務費 1.02 1.02

 共通仮設費率 1.02 1.01

 現場管理費率 1.03 1.02

補正係数






